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Ⅰ はじめに  

本年 1 月 1 日に発生した能登半島地震。震災によって亡く

なられたすべての方々のご冥福を心からお祈りします。ま

た、被害に見舞われ、厳しい生活を送っておられる被災者の

方々に、改めてお見舞いを申し上げます。  

 

令和６年第２回金武町議会の開会に当たり、議員各位の

御健勝を心からお喜び申し上げますとともに、日々の御精

励に対し深く敬意を表します。令和６年度の当初予算案な

どの重要な議案の審議に先立ち、まず、町政運営に当たっ

ての私の所信の一端を申し述べ、議員各位及び町民の皆様

の御理解と御協力を賜りたいと存じます。  

 

第１に、金武町を取り巻く現状の認識及び町政運営の基

本方針について申し上げます。  

令和４年４月、町民の皆様から信託を頂き、町長として３

期目の重責を担い、まもなく２年、任期の折り返し点となり

ます。この間、町民の皆様や議員各位のご理解とご協力をい

ただき、「みんなで築く夢と希望がもてるまち」を目指して

町民と行政が協力・協働したまちづくりの実現に向けて全

力で取組んでまいりました。今後も、「目配り」「気配り」

「心配り」を常に心がけ、職員とのコミュニケーションを大

切にしながら誠心誠意、職務に精励
せ い れ い

してまいりたいと考え

ております。 

 さて、日本社会においては、コロナ禍からの社会経済活動

の正常化による景気の緩やかな持ち直しが続く一方、ロシ

アのウクライナ侵攻等による世界情勢の悪化、円安等によ

る原材料費や食料品などの物価高騰に加えて、防災、災害、

環境、労働、教育をはじめ特に貧困問題、人口減少による少
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子高齢化や人材不足などが大きな課題として挙げられてお

ります。 

 こうした中、本町としては、物価高騰等の影響を受ける町

民と事業者の経済的な負担軽減を図るため、引続き、家庭用

水道基本料金の減免を行うなど、地域の実情に沿った必要

な支援を決め細やかに実施できるよう国や関係機関の情報

を注視しながら、迅速かつ的確な対応を進めていくことが

必要と考えております。また、３年以上にも及ぶ新型コロナ

ウイルス感染症が「５類感染症」に移行する対処方針が示さ

れ、各地においても行事や各種イベントが開催されるなど

観光需要も回復し徐々に賑わいを取り戻しております。  

 

基地から派生するＰＦＯＳ等の諸課題については、キャ

ンプ・ハンセン周辺の地下水などからも高い値で検出され

ており、検出された場所はいずれも基地周辺で、町では沖縄

県と連携し、米軍への立入り申請書を提出しております。基

地内における発生源を特定するための立入り調査について、

国による原因究明及び浄化対策、住民の不安を解消するた

めの健康調査の実施など、適切な対応策を講ずるよう諸関

係機関へ粘り強く要請してまいります。  

 

その他、日米で合意した米軍再編に伴う嘉手納以南の返

還に係る統合計画においては、受け入れに伴う地域の要望

の実現、防災機能を兼ね備えた複合庁舎の実施設計着手、ギ

ンバル跡地に係る民間の投資による企業誘致に向けた開発

や雇用促進、観光振興及び伝統文化の保存・継承を図る金武

町大綱曳など地域の活性化が期待されるものであります。  

 

以上、基本方針等について申し上げましたが、「すべての

町民が安心して暮らせる健康・福祉のまち」、「若者が夢と
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希望のもてるまち」を基本理念とし、今後も諸問題の解決の

為に、町民の皆様の声に耳を傾けながら健康福祉の充実、教

育環境の向上、産業の振興などに努め職員一同各種施策を

推進してまいります。 

 

第２に、町政運営に取組む決意及び金武町を取り巻く現

状認識を踏まえた特に重要な政策について申し上げます。  

・複合庁舎整備について申し上げます  

庁舎建設の経緯については、地方分権改革等により住民

に最も身近な行政主体である市町村が、地域おける行政の

自主的かつ総合的な実施の役割を担えるようにするため、

国や都道府県から市町村への事務・権限委譲が進められて

きました。そのため、業務量の増加により庁舎が狭隘となり、

複数施設への分散を余儀なくされ、十分な行政サービスが

できず、町民にご不便・ご迷惑をかけてきました。  

 

町では、これまで何度か現庁舎の増築や建替えを検討し

てきましたが、どれも多額の費用が必要なことから実現で

きませんでした。今回、国との話し合いを重ね、複合庁舎と

して役場機能と福祉・防災・交流機能等を組み合わせた計画

で要請を行った結果、建設費の最大90パーセントの補助金

を確保することができたことで、複合庁舎整備事業を実施

するものであります。 

 

金武町複合庁舎整備事業については、町民の利便性、交

流・福祉・防災機能等の向上を図るため、現在業務が分散し

ている教育委員会、保健福祉課、こども支援課、上下水道課、

生活環境係等の行政サービス機能を集約することと、町総

合保健福祉センターで行っている健康づくりや福祉機能等
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の役割を統合する計画となっています。町民から要望の高

い、「駐車場が利用しやすくスペースも十分に確保された庁

舎」、「手続きや相談をワンストップで行うことができる庁

舎」、「年齢や障がいの有無に関わらず誰もが訪れやすい庁

舎」、「災害に強く防災拠点として機能する庁舎」を実現す

るものです。 

 

これまで町では、複合庁舎整備事業を進めるにあたって、

検討委員会での審議、町民アンケート、地域説明会、パブリ

ックコメント手続き等を行っており、それらを踏まえて令

和5年度において基本設計業務を進めてまいりました。 

課題となっている役場機能が分散していることによる行

政手続きの不便さや駐車場の不足、町総合保健福祉センタ

ーの段差のあるロビーや動線、台風時の屋根瓦の飛散によ

る二次被害、雨漏りや設備の度重なる修繕に伴う多額の維

持管理費等について、解決が図られるものとなっておりま

す。 

 

基本設計においては、わかりやすく見やすい表示案内を

含むユニバーサルデザインをはじめ、町民の利便性向上の

ため、役場窓口部門を行政機能棟の1階に配置しています。

また、複合機能棟の1階の総合保健福祉センター機能には、

社会福祉協議会、会議室、デイサービス、母子指導室、診察

室・予診室、調理室、厨房、カラオケルーム、浴室等を配置

し、保健福祉や行政サービスをワンストップで受けられる

ように配置しています。これは、これまで複数の施設や複数

階に分散していた機能を全て1階に集約することで、行政手

続きと保健福祉機能の利便性を向上させるものとなってい

ます。また、1階中央部分には、多目的スペースを配置し、

町民の多種多様なニーズに応える活用ができるものとなっ
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ています。行政機能棟の2階には、総務課、企画課、建設課、

農林水産課等や防災機能向上のための防災対策本部室等を

配置しています。複合機能棟の2階には、宿泊研修機能、展

望スペースを配置し、町民交流、国際交流や人材育成への活

用ができるものとなっています。3階には、議場、委員会室、

議会事務局、傍聴席、監査委員室を配置しております。 

 

複合庁舎や敷地全体において、大規模地震に対応できる

免震構造、防災対策本部室、会議室等の避難所、多目的広場

の災害支援物資集積、マンホールトイレ、太陽光発電等の機

能・設備により、地域防災計画や国民保護計画に対応する計

画となっています。また、プライバシーの配慮のための個別

相談室、多目的トイレ及び授乳室等の配置を含む施設全体

のユニバーサルデザイン等により、誰もが利用し易く、町民

の利便性、交流・福祉・防災機能等の向上を図る計画となっ

ております。 

令和6年度は実施設計業務において、基本設計で取りまと

めた内容の詳細をまとめてまいります。今後も引続き、50

年先、100年先を見据え、町民とともに創るまちづくりの象

徴として、複合庁舎整備事業を進めてまいります。  

現庁舎の跡利用については、平成初期策定の金武町ミュ

ージアム基本構想、平成13年度策定の金武町移民資料館等

に関連する基本構想を実現するため、現庁舎をリフォーム

し、移民・民俗資料館として再整備に向けて取組んでまいり

ます。 

 

・米軍再編計画に伴う６項目の要望事項について申し上げ

ます 

米軍統合計画における再編に伴う要請事項の進捗状況に



 

7 
 

ついては、キャンプ・ハンセンから沖縄自動車道付近へのア

クセス道路及び新設ゲートの整備工事や国道３２９号金武

インターチェンジ改良工事が完了しており、令和５年３月

２４日より供用が開始され、通勤通学時等の渋滞が緩和さ

れております。また、中期的な夕方の渋滞緩和対策として、

令和５年度から屋嘉地区３車線化工事が着手されており、

本工事が早期に完了し当該区間における効果がより一層図

られ、渋滞緩和に繋がるよう引続き要請を行ってまいりま

す。 

 

再編関連工事の町内業者優先活用については、地元企業が

多く活用される事で、雇用拡大、就業者の消費需要、関連産

業の活用等、地域経済の活性化に大きく寄与されるもので

あり、優先発注を推進し更なる受注機会の促進に努めてま

いります。 

 

 キャンプ・ハンセンにおける町民の優先雇用については、

応募希望者へのサポート体制を整えるなど、多くの町民の

雇用が図られるよう努めてまいります。その他、金武町複合

庁舎建設事業やうるま市から金武町区間国道３２９号の４

車線化につきましても、引続き地域の諸課題の解決及び振

興発展が図られるよう取組んでまいります。  

  

・ホテル等企業誘致を含めたギンバル開発について申し上

げます 

ギンバル地区に予定されているホテル等の開発について

は、令和４年１１月に、商業施設、サービスアパートメント、

分譲マンションの建設計画や詳細な設計、図面作成、沖縄県

への申請等の手続きを経た後に、着工に向けて進めていく
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と説明を受けております。その後、運営会社変更の報告を受

け、工程等の確認や調整を行っている最中だと伺っており

ます。引続き、早期着手に取り組むよう事業の進捗を確認し

てまいります。 

 

ギンバル跡地全体計画と企業誘致については、現在、民間

の投資による整備を目指しており、これまでに、 沖縄県商

工会連合会を訪問し、同地区の現状を説明するとともに、県

内企業等への情報提供を要請しており、今後も、企業の誘致

に向けその内容や可能性を検討していきます。  

 

・機構改革について申し上げます  

出生後から18歳までの子育て及び教育にかかる行政サー

ビスを一体的に行うため、児童福祉と就学前教育及び義務

教育に関する部署を統合し、複合庁舎の供用開始前の令和7

年度を目標に、新たに教育と子育て支援を包括して執り行

う課の設置に向け、機構改革を推進してまいります。 

 

・金武町大綱曳について申し上げます  

令和６年度において「第 1 回金武町大綱曳」を実施しま

す。これまで、金武区・並里区の大綱引きのほか、伊芸区・

屋嘉区においても、五穀豊穣を祈念し、綱引きが開催されて

おりました。金武区・並里区で行われた大綱引きは、平成１

３年の開催から 23 年が経過し、各区伝統のトゥールやテー

ビー等の文化継承が課題となっております。   

第1回金武町大綱曳は、沖縄の３大綱曳のひとつである与

那原大綱曳の綱を譲り受け、町主催の行事として実施いた

します。今回は、各区でのトゥール製作、テービー等、引綱

の製作を行うことで、文化継承を行うと共に、五穀豊穣を願



 

9 
 

い、引手が東西に分かれて綱を曳くことで、町民全体が団結

し楽しめるイベントになるよう各区と連携を図りながら取

組んでまいります。 

 

Ⅱ 令和６年度の施策の概要について  

第１に、「健やかで明るく  心のふれあうまちづくり」に

関する施策について申し上げます 

本町の就学前教育・保育施設については、保育人材確保の

支援策として、保育提供体制強化事業を活用した保育士宿

舎借上支援事業及び保育補助者雇上強化事業を引続き実施

してまいります。 

また、新たに保育士等の離職防止を図るため、非正規職員

の正規雇用化や新たな人材の正規確保を行う施設に対し、

人件費の一部を補助する「保育士正規職員雇用支援事業」を

実施してまいります。加えて、年度途中から待機児童の発生

が見込まれる0歳から2歳児クラスを対象に円滑な受け入れ

を行うため、予め保育士等の配置を行う施設に対し人件費

の一部を補助する「保育士特別配置等支援事業」を実施し、

保育人材確保及び保育士等の負担軽減、年度途中の待機児

童対策に取組んでまいります。 

  

幼児教育・保育の実施については、障がい等があっても住

み慣れた地域での受け入れが可能となるよう、本町独自の

障害児保育事業の継続と併せて、県の補助事業を活用した

障害児保育支援員配置事業を実施し、障がい等のある児童

の受け皿を整えてまいります。また、保育所・学童への臨床

心理士等による施設巡回や保護者からの相談対応、保育従

事者への実践アドバイスを行うための保育所等巡回相談事

業を継続実施し、障がい児等への処遇の向上に努めてまい
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ります。 

 

子育て支援の推進については、令和６年度より新たに病

児保育を実施してまいります。病児保育の主な内容としま

しては、就学前施設を利用中に発熱などの体調不良となっ

た場合、保護者がお迎えに来るまでの間、看護師による緊急

的な対応を行う「体調不良児対応型」を公立こども園並びに

私立こども園等４施設において実施するものであります。

加えて、公立こども園では、病気の回復期であり、かつ、集

団保育等が困難な期間において、施設内の専用スペースで

小学校３年生以下のこどもの預かりを行う「病後児対応型」

を実施し、児童の福祉の向上を図るとともに、保護者の就労

継続を支援し、安心して子育てができる環境の整備に取組

んでまいります。 

 

健康増進・福祉施策の推進については、働き世代から高齢

者までの運動習慣を推進することを目的に、町内フィット

ネスセンターの利用料の一部助成に取組んでまいります。

また、働き世代の重点課題である肥満を起因とした生活習

慣病対策として、保健師・管理栄養士による継続した個別栄

養指導・保健指導を強化し重症化予防を推進してまいりま

す。                                                                                                                                              

 

妊娠・出産・子育て期の支援については、不妊等に悩む夫

婦に対して本町独自の不妊治療費等事業を実施し、経済的

負担の軽減を図ってまいります。また、これまでの数年間に

ついては、新型コロナウイルス流行の影響などにより、金武

町を含め全国的に出生数の減少がみられた事から、「出産・

子育て応援給付金交付事業」と本町の独自事業である「子育

て激励金による給付事業」を引続き実施し、出産・子育て世
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帯への経済的支援に取組み、安心して出産・育児の出来る環

境づくりを推進してまいります。 

 

新型コロナワクチン接種については、令和６年度から６

５歳以上の高齢者を対象とする定期接種へ変更されること

から、法改正に基づき新たな接種体制を医療機関と連携構

築し円滑に実施してまいります。また、季節性インフルエン

ザ予防接種等についても各種予防接種助成事業を推進して

まいります。 

 

高齢者福祉の充実については、介護を必要としない自立

した生活が送れるよう介護予防・日常生活支援総合事業等

を活用し、高齢者の健康維持のサポートに努めてまいりま

す。更に、認知症事業については、認知症の方やその家族に

対して手助けをする「認知症サポーター養成講座」や、相談

の場として気軽に参加できる「１０時じゃー」、高齢者の生

活と財産を守るための「成年後見制度利用促進事業」を実施

して参ります。また、聴力低下による閉じこもりを防ぐとと

もに積極的な社会参加を目的とした「補聴器購入費助成事

業」を引続き実施してまいります。 

 

障がい者福祉については、障害福祉サービスの利用、就労

支援、相談支援体制の充実を図ってまいります。また、18

歳未満の障がい児については、「金武町障がい児自立支援福

祉サービス給付等助成事業」を引続き実施し、利用者の自己

負担分の軽減及び、障がい児の自立に向けた福祉サービス

の利用促進を進めてまいります。 

 

国民健康保険事業については、国の施策により現行の保

険証が令和６年１２月２日をもって廃止とする閣議決定が
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されたことから、沖縄県・県内市町村と連携し、被保険者の

医療機関受診に影響がでることがないよう円滑な制度移行

に努め、役場窓口・広報紙・金武町LINE等を通して情報を

発信してまいります。また、国保制度改革における保険税率

の改正については、沖縄県が策定する「沖縄県国民健康保険

運営方針」に基づく税率の見直しを段階的に図り、被保険者

の急激な負担にならないよう取組んでまいります。  

 

後期高齢者医療制度については、沖縄県後期高齢者医療

広域連合と連携し、保険料の徴収及び各種申請の受付等の

業務に努めてまいます。保健事業については、生活習慣病等

の予防に向けた保健指導及び食生活の改善等、高齢者の保

健事業と介護予防の一体的な取組みを継続してまいります。 

 

第２に、「未来へはばたく  ひとを育むまちづくり」に関

する施策について申し上げます  

 幼児教育の振興については、令和５年度に設置した金武

町幼児教育センターを拠点に、町・こども園・小中学校等が

連携し、情報共有や研修等を行いながら教育の強化を図っ

てまいります。なお、入園希望が無かった中川幼稚園につい

て令和６年度は休園となります。 

  

義務教育における学力の向上については、金武町学力向

上推進委員会の各教育グループにおける取組みを強化する

ほか、県外先進地研修、専門講師の招聘等を行い、児童生徒

の学力向上を図ります。また、英語教育については、英語特

例校として小学生から実用英語検定に挑戦できるよう支援

してまいります。 
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中学生の学力向上と高校受験の支援については、生徒一

人一人の学力に合わせ、基礎学力の向上や高い学力の習得

を目指し、子どもたちの夢の実現に向けて支援してまいり

ます。 

 

ＩＣＴ教育の推進については、高機能な電子黒板への更

新、児童生徒用パソコンの追加購入等に取組むとともに、教

職員の研修を実施し、ＧＩＧＡスクール構想の充実に努め

てまいります。 

 

 特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒については、引

続き特別支援教育支援員、言語指導員を配置して、個々の発

達段階に応じた日常生活の介助や学習活動等を支援してま

いります。 

 また、特定の教科で、特別な指導を行う通級指導教室につ

いては、町内の各学校において質の高い指導が受けられる

よう通級指導コーディネーターを配置し、教職員への助言

や研修等の充実に努めてまいります。  

 

 生活習慣や家庭等に問題を抱える児童・生徒については、

保護者からの相談や家庭訪問、登下校支援などを行うため、

特別支援専門員、スクールソーシャルワーカー、教育相談員、

自立支援員を配置し、関係機関と連携を図りながら、児童・

生徒一人ひとりに寄り添った取組みを行ってまいります。 

 

日本語を母国語としない児童については、基本的な日本

語教育を行い、学力の定着を図ってまいります。 

 

特別支援学校に在籍する児童・生徒については、登下校の

不便を解消するため、スクールバスが運行されていない区
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間における介護タクシー等による通学支援を引続き実施し

てまいります。 

 

金武町ハワイ短期留学派遣事業については、英語学習、ハ

ワイの文化・体験学習、町人会との交流を通して、国際感覚

に優れた人材の育成に取組んでまいります。  

 

学校施設の整備については、嘉芸小学校屋内運動場、嘉芸

小学校校舎、金武中学校校舎の建設工事が円滑に実施でき

るよう関係機関と連携して取組んでまいります。 

 

学校給食については、増加する食物アレルギーへの対応

と労働環境の改善を図るため、給食センター施設整備計画

に基づき、設備や調理機器の更新等を行い、安全・安心な給

食の提供に努めてまいります。 

 

 生涯学習の振興については、町民のあらゆる世代が個々

のライフステージにあわせた「学び」を通じて自己実現の機

会を得て、心豊かで活力ある生活を実現できるよう学習環

境の充実を図ってまいります。また、町内すべての児童に各

種体験や異世代交流の機会を提供する「金武町放課後子ど

も教室事業」の充実化を図り、子どもたちの非認知能力の向

上、地域が一体となり子どもたちを守り育てる環境づくり

を推進してまいります。 

 

 町立中央公民館については、公民館講座やサークル活動

を通じた町民の主体的な「学び」や交流を支援するとともに、

中央公民館公演事業や各種団体主催の文化事業等、優れた

舞台芸術の提供機会の充実を図り、地域や町民とともに薫

り高い教育文化のまちづくりを推進してまいります。  
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各地区の生涯学習振興及びコミュニティ活動の拠点であ

る地区公民館・学習等供用施設については、並里地区公民館

の空調設備及び非常用発電設備改修、伊芸地区公民館トイ

レ改修を実施します。  

 

金武区学習等供用施設「金武公会堂」の建替えについては、

施設規模・諸室構成など金武区の要望を踏まえて、国等関係

機関と連携して取組んでまいります。  

 

 町立図書館については、「金武町子どもの読書活動推進計

画」に基づき、子どもが読書に親しめる環境づくりに努め、

「金武町読書フェスティバル」や「お話の部屋」、すべての

乳幼児に絵本をプレゼントする「ブックスタート事業」、絵

本に登場する料理を学校給食で再現し提供する「絵本 de 給

食」などの各種事業を引続き実施してまいります。町民の多

様な要望に応えるため様々なジャンルの図書・視聴覚資料

の収集・充実に努め、ブックフェアや図書館講座等を企画し

てまいります。また、時間や場所に制約されず、個々の生活

スタイルに応じた読書活動推進のため金武町電子図書館の

利用促進、サービスの充実化に取組んでまいります。  

 

スポーツ・レクリエーションの振興については、町民の生

涯スポーツを推進するとともに、これまでプロサッカーチ

ームや国内外のプロ野球のキャンプ、大学野球の合宿等を

本町で受け入れてまいりました。また、2028 ロサンゼルス

オリンピックで正式種目に決定したソフトボール女子につ

いては、TOP 日本代表チームが令和 6 年３月に金武町ベー

スボールスタジアムで強化合宿を実施致します。今後も、プ

ロスポーツキャンプ受け入れ時の各種教室等を通じて本町
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の子どもたちがプロスポーツに触れ親しむ機会を提供し、

夢や希望を持てる環境づくりを推進してまいります。  

 

 スポーツ施設の整備については、金武町ベースボールス

タジアム機能高度化事業を継続し、令和６年度は、外野スタ

ンド管理用通路を整備します。また、金武町フットボールセ

ンターの機能を高める改修に取組んでまいります。  

 

青少年健全育成の推進については、金武町青少年健全育

成連絡協議会を中心に、学校・家庭・地域及び行政が連携し

て「地域の子どもは地域で守り育てる」意識の醸成に努め、

青少年の非行防止のための活動を展開してまいります。ま

た、本町の子どもたちが置かれている状況と問題の把握に

努め、金武町生徒指導連絡協議会・金武町不登校児童生徒支

援ネットワーク会議・金武町要保護児童対策地域協議会等

の関係機関と連携し、子どもたちを取り巻くあらゆる問題

の解決に向けて取組んでまいります。加えて、学校・PTA・

子ども会等の関係団体と連携して「家庭教育講座」を実施し、

性教育やライフプラン、インターネットや薬物依存など各

分野の有識者を招聘し、これから社会へ出ていく本町の子

どもたち一人ひとりが自己と向き合い・考える機会を提供

してまいります。 

 

地域文化の振興については、町内に残る有形無形の文化

財を魅力ある地域の歴史的・文化的資源として活用するた

め、町指定文化財の解説板更新、金武鍾乳洞の国登録文化財

への登録申請を進めてまいります。また、「金武町民俗芸能

祭」を開催し、町民が町内各地に伝わる民俗芸能の魅力を再

認識する機会を提供するとともに民俗芸能の保存継承支援

に努めてまいります。 
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埋蔵文化財については、文化財専門職を増員して体制を

強化し、嘉手納以南の米軍施設再編計画に伴うキャンプ・ハ

ンセン内の施設整備事業や最終処分場整備事業など、公共・

民間の諸開発に伴う事前の予備調査を着実に実施して埋蔵

文化財の適切な保護に努めるとともに、発掘調査成果等の

公開、活用にも取組んでまいります。 

 

国際交流の推進については、「金武町移民の日」記念事業

を通して、當山久三の功績や進取の気象、不撓不屈の精神等

の金武魂、移民の歴史・文化を次世代へ継承するとともに、

金武町海外移住者子弟等研修生受入事業及び金武町青年海

外派遣事業を軸に、移住国との架け橋となる国際感覚豊か

な人材育成を図ってまいります。また、令和６年８月には、

ブラジル金武町人会創立５０周年記念式典とボリビアコロ

ニアオキナワ移住地入植７０周年記念祭典が開催されます。

現地で開催される記念式典では、異国の地で活躍されてい

る町人会に対して祝意を表するとともに、町人会との交流

を通して、今後の文化交流や人材育成等について認識を共

有し、双方の振興発展とシマヌチュとの繋がり強化を図り、

国際交流を推進してまいります。 

 

第３に、「自然と調和した  住みよいまちづくり」に関す

る施策について申し上げます  

生活環境の整備については、住宅困窮者や子育て世代の

定住化を図るため、老朽化している町営団地の修繕や町営

屋嘉団地の建替えに向けて取組んでまいります。また、町内

の環境美化活動を継続的に推進するほか、ボランティア団

体の地域活動を支援し、町民の快適な生活環境づくりに努
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めてまいります。 

 

 道路の整備については、集中豪雨や台風により冠水被害

が発生していた伊芸区上島原の冠水対策として新たな排水

路の設置工事を実施し、安全・安心な生活環境の確保に努め

てまいります。また、町道金武１１９号線の一部未整備区間

については、整備工事を実施してまいります。屋嘉区の前田

川排水路については、一部の護岸が未整備であり周辺環境

の改善を図るため護岸等の整備工事を実施してまいります。 

 

公園緑地の整備については、金武地区公園において、夏場

の強い陽射しの中でも安全に安心して遊べるように、幼児

用遊具に景観、採光に配慮した膜屋根等を設置するための

基本計画を策定し、整備に向けて取組んでまいります。また、

町内公園の管理については、遊具等の定期点検業務を実施

すると共に各区と連携を図りながら公園機能の維持に努め

てまいります。 

 

上水道の整備については、水道水の更なる安定供給に向

けた取組みとして、新たな水道水供給体系の構築に係る金

武町水道事業施設整備実施設計業務を行っております。令

和６年度からは沖縄県企業局用水の自然流水による金武・

並里地区の各配水池へ直接供給を行うための国道３２９号

線送水管布設工事を年次的に実施してまいります。併せて

既設水道管の耐震化対策等として屋嘉前田原配水管布設替

工事を実施してまいります。また、令和 6 年 4 月 1 日から

は、伊芸区の簡易水道事業が金武町水道事業へ統合となる

ことから、これまで課題としていた伊芸区水道施設の老朽

化対策及び施設能力、管理体制強化の整備に係る実施設計

業務を行い、引続き安全・安心な水道水の安定供給に努めて
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まいります。 

 

沖縄県内では昨年 9 月から続く少雨の影響によりダムの

貯水率が低下しており、沖縄県企業局ではＰＦＯＳ等が原

因で停止中の中部河川からの取水を再開しています。今後

まとまった雨が降らず、県内ダムの大幅な低下となれば沖

縄県企業局による給水制限が懸念されます。  

 

金武・並里・中川地区の水道水については令和 5 年 2 月

1 日から地下水を停止し全量企業局用水で供給を行ってい

ますが、今後の水不足に備えて地下水のＰＦＯＳ等の低減

に効果のある粒状活性炭を活用し金武浄水場、並里浄水場

の再稼働を視野に取組んでまいります。  

 また、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受け

た生活者を支援するための物価高騰対応重点支援地方創生

臨時交付金を活用し、令和 6 年 4 月検針分から令和 7 年 2

月検針分までの 11 か月間、家庭用水道料金の基本料金を減

免し、各家庭における水道料金の負担軽減に努めてまいり

ます。 

 

 下水道の整備については、令和 6 年 4 月 1 日から地方公

営企業会計へ移行することから、これまで指定管理を行っ

てきた伊芸区農業集落排水事業を金武町下水道事業として

管理運営することとなります。今後は、施設管理における管

渠情報システム構築業務を実施し、より一層能率的・合理的

な運営の確保を図ってまいります。 

 

情報・通信の推進については、これまでに自治体行政情報

システムの標準化・共通化に向けての調査・検証を進めると

ともに、転入転出の手続き等にかかる行政手続きのオンラ
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イン化に取組んでまいりました。今後も国の自治体デジタ

ルトランスフォーメーション（DX）推進計画を踏まえ、デ

ジタル技術・DXアドバイザー等を活用しながら、本町にお

けるDX推進体制を構築し、住民の利便性向上と業務効率化

を図ってまいります。 

 

 町民への情報発信については、広報紙、ホームページ、

SNS、防災無線屋外スピーカー、防災情報戸別受信システム

を一体的に活用し、正確かつ迅速な情報発信に努めてまい

ります。 

 

第４に、「安心して 暮らせるまちづくり」に関する施策

について申し上げます  

廃棄物処理対策については、ごみの減量化及び資源化を

図るとともに、巡回パトロール等を行い、不法投棄対策に取

組んでまいります。最終処分場の整備については、令和６年

度に実施設計を行い、令和７年度から８年度にかけて本体

工事が行われることとなっております。令和９年度の供用

開始に向けて、事業主体である金武地区消防衛生組合と連

携を図り、施設整備を推進してまいります。  

 

防災・減災対策については、自然災害や異常気象による災

害が発生したとき、また発生するおそれがある場合におい

て、防災行政無線による放送、防災情報戸別受信システムや

ＳＮＳなどを活用することで、確実に情報伝達を行うこと

が可能となっております。更に、既存の金武町防災マップに

英語表記を追加することで、町民や外国人が適切な避難行

動をとれるよう、今後もあらゆる状況において、災害に関す

る情報が受け取れるよう、情報伝達手段の拡充を図ってま
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いります。また、自主防災組織や地域団体が自助・共助によ

る防災意識・危機管理意識を持ち、一人ひとりが適切な避難

行動を行えるよう、地域と町が協力して避難訓練等を実施

してまいります。 

本年 1 月 1 日に発生した能登半島地震は、石川県能登地

方を中心に住民の生命・財産、社会インフラに甚大な被害を

もたらしました。能登半島地震を教訓として、金武町災害対

策本部の体制をあらためて確認し、災害発生時の初動体制、

避難所の開設及び被災者の受け入れ、災害復旧体制、食料・

物資の備蓄など、金武町地域防災計画に基づいた災害対応

が実行できるよう取組んでまいります。  

 

防犯対策については、石川警察署、石川地区防犯協会金武

町支部、小・中学校PTA、金武町青少年健全育成連絡協議

会と連携し、青色回転灯装備車による防犯パトロールを実

施してまいります。また、防犯カメラの整備・更新を行い、

犯罪の予防、地域の安全維持に取組んでまいります。  

 

防犯意識の啓発については、広報紙、防災無線、SNS等の

多様な広報媒体を通して防犯に関する情報提供を行い、事

件・事故等の未然防止に努め、誰もが安全・安心に暮らせる

まちづくりを推進してまいります。  

 

交通安全対策については、危険箇所の把握と不安解消の

ため、カーブミラー、ガードレール、注意喚起看板、ハンプ

等を整備します。また、交通安全及び交通マナーに対する意

識高揚を図るため、 警察署や関係機関と連携し交通安全運

動や交通安全教室等の啓発活動に取組んでまいります。   

 

高齢者の交通事故防止対策については、６５歳以上の高
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齢者ドライバーが保有する車両へのペダル踏み間違い急発

進等抑制装置の設置費用補助事業を引続き実施し、運転者

と歩行者の双方にとって安全・安心な交通環境の整備を推

進してまいります。 

 

 基地から派生する諸問題の解決については、キャンプ・ハ

ンセンに関する三町村連絡協議会や沖縄県軍用地転用促

進・基地問題協議会等の関連組織、防衛省・外務省等の関係

機関と緊密に連携し、米軍人・軍属による事件・事故、演習

に伴う山林火災、騒音被害等の未然防止や町民の負担軽減

に努め、安全・安心な暮らしを守れるよう取組んでまいりま

す。 

 

第５に、「活気あふれる 産業のまちづくり」に関する施

策について申し上げます  

農業の振興については、継続的な栽培技術指導等を図り、

安定的な生産向上及び担い手の育成に努めてまいります。

生産農家には、農業経営の安定維持を図るための「肥料・農

薬購入補助金」や生産向上を図るための「生産機具及び施設

資材購入補助金」等の支援を行ってまいります。また、近年

頻繁に出没するイノシシ等の害獣被害について、中部猟友

会と連携を図りながら対策を推進してまいります。今後も、

国・県の支援事業を活用しつつ、農家の負担軽減を図り農業

振興に取組んでまいります。 

 

新規就農者の育成については、「農業次世代人材投資事業」

や「新規畑人(はるさ)資金支援事業」を実施し、支援を行っ

てまいります。 

更に、簿記講習会等を実施し、農業経営力の向上を図ります。 
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耕作放棄地については、並里区武田原地区を支援する「農

山漁村振興交付金最適土地利用総合対策事業」を実施して

まいります。引続き、関係機関と連携し、遊休農地解消に向

けて取組んでまいります。 

 

農産物については、町外出荷する農産物出荷者を対象に

安定出荷体制の構築、農家の自発的な販路拡大等に資する

出荷体制づくりを支援します。 

 

田芋については、技術指導・病害虫駆除対策講習会等を通

して品質向上を図りつつ、イベント等を活用したＰＲ活動

に取組んでまいります。 

 

拠点産地化を目指すマンゴーについては、生産力を強化

するとともに、農家の育成に取組みます。また、パインにつ

いては、新品種の増殖を図るとともに、栽培面積を増やすた

め、新規就農者への農地斡旋を行い、生産拡大に向け取組ん

でまいります。 

 

施設の管理については、金武町土地改良区と連携し、農業

用土地改良施設の管理強化及び農業用水の安定供給に努め

てまいります。農道橋として管理する杣山第一橋について

は、更新工事を実施し、長寿命化を図ってまいります。  

 

特用林産物等生産出荷施設の利活用につては、１１月に

事業主体と施設の賃貸借契約を行い、現在改修工事を行っ

ております。計画としましては、キクラゲ年間１５トンの菌

床栽培、バナメイエビ３０万尾の養殖を進めております。将

来的には金武町ふるさと応援寄附金の新たな返礼品として
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提供を見込んでおり、本町の更なる特産品の PR を図って

まいります。 

 

畜産業の振興については、優良遺伝血統の促進を図り、質

の高い仔牛生産を実施し、畜産農家の所得向上に向け取組

んでまいります。 

 

家畜ふん尿処理の適正化と有機質資源を活用した資源循

環型農業の確立については、農業振興に資する目的で設置

された金武町堆肥センターの堆肥需要拡大や新商品の開発

に向け、施設の機能強化に向け取組んでまいります。  

 

防疫については、家畜伝染病予防法の「持ち込ませない・

持ち込まない・発生させない 安全・安心な畜産物生産」を

基本理念とし、家畜伝染病の情報収集及び情報提供に努め

るとともに、予防接種の支援や畜舎環境維持を行うため、悪

臭対策・野生動物侵入対策など指導助言を実施します。また、

畜舎等の適正管理については、飼養衛生管理基準を基に、関

係機関と連携した管理指導及び管理基準の遵守促進を図っ

てまいります。 

 

水産業の振興については、漁獲量・漁獲高の向上及び担い

手育成による持続的な発展と生産活動の活性化に向けて、

浮(うき)魚礁(ぎょしょう)や定置網の有効活用を図ってまい

ります。また、漁業者の操業環境の充実を図るため、漁業生

産機具補助事業やタマン6,000匹、稚ウニ10,000匹の放流事

業を実施してまいります。 

 

漁業者の新規の育成については、平成２８年以降３０代

５名２０代２名、計７名の新規就業者が金武漁業協同組合
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に加入しており、今後も新規漁業就業者の育成に努めてま

いります。 

 

養殖事業については、海ぶどうの安定生産へ向けた支援

を行うとともに、もずく養殖事業を推進し、漁業者の経営安

定に向けた水産振興に努めてまいります。  

 

商工業の振興については、活発な経済活動が展開できる

よう、プレミアム商品券事業など、商工業の活性化に向けて、

町商工会及び事業者と密に連携してまいります。  

 

新規事業者の拡大と育成に関する施策については、金武

町中小企業・小規模企業振興基本条例に基づき、町商工会と

連携し空き店舗対策や創業支援事業を実施してまいります。 

 

金武アクティブパークの改修整備については、商工業振

興及びイベント交流等の場として、強い日差しや雨天時に

左右されない舞台や屋根などの機能強化事業を行うため基

本計画を策定し、整備に向けて取組んでまいります。  

 

観光業の振興については、アフターコロナの旺盛な観光

需要を取り込むため、多くの方が金武町を訪れ、町の観光振

興・活性化に繋がるような取組みができるよう、町観光協会

及び事業者と密に連携してまいります。  

 

観光施策の推進については、ＫＩＮサンライズビーチを

海洋性レクリエーション拠点として位置づけ、町の新たな

観光資源として活用してまいります。 

更に、温泉宿泊施設ＡＳＢＯＳＴＡＹＨＯＴＥＬ
ア ス ボ ス テ イ ホ テ ル

と連携
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し、周辺スポーツ施設や医療施設などの連携によるウェル

ネス・スポーツツーリズムを推進してまいります。宿泊施

設があることで、点在する商業施設や観光地等を線で結ぶ

ことができるため、今後は、これまでの通過型観光から滞

在型観光への転換を図りつつ、食べる・遊ぶ・泊まるが金

武町で完結できるよう、民間事業者や観光協会、商工会と

連携を密にしながら、周遊メニューの開発に取組みます。

また、デジタルサイネージやホームページ、SNS 等を活用

し、本町の魅力や情報を観光客等に積極的に発信してまい

ります。 

 

プロスポーツキャンプ受け入れについては、「金武町スポ

ーツコンベンション受入協力会」が設立されたことから、プ

ロスポーツ球団などを受け入れる際の、歓迎機運の醸成や

誘客を図る取組みを実施し、町の活性化に繋がるよう取組

んでまいります。 

 

雇用対策については、金武町就活支援センターを拠点に

求職・求人情報等を一元化し、就職斡旋、合同企業説明会

の開催、資格取得のための講座開設など、若者と町民の雇

用拡大と人材育成に取組んでまいります。  

また、認可保育施設に入所する際に必要な求職活動証明

書の発行についても引続き実施し

ＡＳＢＯＳＴＡＹＨＯＴＥＬ
ア ス ボ ス テ イ ホ テ ル

の関連事業者との町内優先雇

用に向けても取組んでまいります。加えて、町民の基地内

の雇用拡大を図るため、英語講座を重点的に実施するほ

か、駐留軍等労働者労務管理機構と連携して在日米軍従業

員になるための説明会も定期的に実施してまいります。  
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キャリア教育については、小中学校と連携し、社会で自立

できる力を育てることを目的に、職業意識の向上や職場で

のマナー学習、職業人講話等に取組んでまいります。 

 

第６に、「ともにつくる 魅力あるまちづくり」に関連す

る施策について申し上げます  

町民と創るまちづくりについては、町政運営の基礎とな

る第５次金武町総合計画後期基本計画に基づき着実に施策

を実施してまいります。また、令和６年度からは、第５次金

武町総合計画の検証を進め、令和７年度の第６次金武町基

本構想及び第６次金武町総合計画の策定に向けて取組みを

進めてまいります。 

 

行政運営の確立については、複雑化・多様化する行政課題

や町民ニーズを的確に把握し対応するため、職員の資質向

上・能力開発を推進するとともに、行政が抱える諸課題の解

決に「チーム金武」として取組む組織体制の構築、職員意識

の醸成を進めてまいります。今後も、すべての町民が夢と希

望がもてるまちづくりを推進するため、町民の声に耳を傾

けながら様々な課題解決に向けて、柔軟で積極的な行政運

営に取組んでまいります。 

 

 

地域公共交通の整備については、町内における交通移動

のニーズを把握するための調査業務を実施するとともに、

金武町地域公共交通基本構想を策定し、道路運送法に基づ

いた地域公共交通会議を設置し、金武町に適した公共交通

の導入に努めてまいります。 
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財政運営の確立については、行財政改革に取組み、安定し

た財源の確保を図るとともに、町税等の自主財源の確保に

努め、経常的な財政支出の節減と事業実施計画の平準化を

図ることで、長期的な健全財政の維持確保に努めてまいり

ます。また、金武町ふるさと応援寄附金については、令和６

年２月末時点の寄附額で２億円を超えて、堅調に推移して

おり今後も魅力的な特産品や体験プログラム等の返礼品を

提供し、自主財源の確保に努めてまいります。  

 

Ⅲ 提出議案について  

次に、予算議案について御説明申し上げます。令和６年

度は、誇りある豊かな金武町の未来につなげていく重要な

年であります。このため、重要政策や各種政策を踏まえつ

つ、変化する社会経済情勢や町民ニーズを捉え、的確に対

応するとの基本的考え方により令和６年度予算を編成しま

した。その結果、令和６年度当初予算は、  

一般会計において、１１，７１５，１１７千円  

特別会計において、 ２，０３６，７９５千円 

企業会計において、 １，２２３，５５８千円 

の規模となっております。 

 今後も、町民が役場に求める役割を常に認識し、町民と

行政が一体となった「チーム金武」として取組む所存でご

ざいますので、議会議員をはじめ町民各位にご理解とご協

力をお願い申し上げ施政方針といたします。  

                  令和６年３月４日 

金武町長仲間 一 


